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増築部分の床面積が 300 ㎡以上であれば、 
省エネ適判が必要になりますか？ 

2021年4月より、省エネ適判対象規模が2,000㎡以上から300㎡以上の非住宅建築物に拡大されます。 

 

【省エネ適判Q＆A】 対象範囲拡大！2021/4/1 施行 

「非住宅部分の増改築
の床面積」の「増改築後

の非住宅部分の床面
積」に対する割合 ※２ 

既存建築物の 
建築時期等によ
り、省エネ適判
の要否を判断 
します。 

省エネ適判 

 



   

 

5年ぶりに「2020年版建築物の構造関係技術基準解説書」が発行（11月９日発売）されます。 

【主な改訂内容】 

➢ 2015 年版以降のQ&A 追加 

➢ 2015 年版以降の基準改正や技術的知見の反映 

(小規模建築物・仮設建築物の一部規定の緩和、 

新たな材料に関する規定の追加、構造計算に関する規定の追加等) 

➢ 各種災害を踏まえた状況と対応に関する記述の追加  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【構造】「2020 年版建築物の構造関係技術基準解説書」の発行 

日本 ERI 株式会社  

東京都港区赤坂 8-10-24 住友不動産青山ビル南館 3 階 

〒107-0052 TEL 03-5775-2401 

発行に伴い、改訂内容を中心としたWEB講習会が  

開催されます。 

一般財団法人建築行政情報センターのHPより 

お申し込みください。 

 

【フラット35】2021 年 1月の主な制度変更事項のお知らせ 

フラット 35 S（金利 Bプラン）の省エネルギー性の基準が変更されます。 

※2021 年１月以後の適合証明手続（設計検査申請等）実施分から適用となります。 

 

https://www2.icba.or.jp/products/list.php?category_id=9

